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平
成
十
三
年
二
月
二
十
二
日
提
出
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問

第

二

九

号

事
業
主
体
の
破
綻
あ
る
い
は
開
発
行
為
の
遂
行
が
不
可
能
な
開
発
許
可
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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事
業
主
体
の
破
綻
あ
る
い
は
開
発
行
為
の
遂
行
が
不
可
能
な
開
発
許
可
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

全
国
的
に
開
発
許
可
〔
林
地
開
発
、
都
市
計
画
〕
が
下
ろ
さ
れ
た
開
発
計
画
が
バ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
っ
て
事
業
主
体
が
倒
産
、

廃
業
等
で
破
綻
し
、
開
発
許
可
だ
け
が
生
き
残
る
と
い
う
現
象
が
多
数
発
生
し
て
い
る
。

特
に
問
題
に
な
る
の
は
、
九
〇
年
の
森
林
法
「
改
正
」
に
よ
る
土
砂
移
動
規
制
を
の
が
れ
る
た
め
に
、
九
二
年
六
月
一
一
日

迄
に
お
こ
な
わ
れ
た
「
駆
け
込
み
申
請
」
さ
れ
た
開
発
計
画
で
あ
る
。

和
歌
山
県
だ
け
で
も
、
九
二
年
六
月
一
〇
日
以
前
に
申
請
の
あ
っ
た
「
ゴ
ル
フ
場
」
計
画
の
う
ち
、
開
発
許
可
が
お
り
な
が

ら
、
現
在
に
至
っ
て
も
未
着
工
及
び
工
事
中
に
放
置
さ
れ
て
い
る
計
画
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
南
紀
白
浜
シ
ー
サ
イ
ド
バ
レ
ー
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
〔
日
置
川
町
塩
野
〕
九
二
年
四
月
二
〇
日
許
可

・
フ
ラ
ッ
グ
ス
湯
浅
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
〔
湯
浅
町
山
田
〕
九
一
年
六
月
二
四
日
許
可

・
紀
和
カ
ン
ト
リ
ー
倶
楽
部
〔
和
歌
山
市
金
谷
〕
九
三
年
三
月
三
一
日
許
可
〔
工
事
中
だ
が
、
ス
ト
ッ
プ
し
た
ま
ま
〕

・
ベ
ル
ビ
ュ
ー
カ
ン
ト
リ
ー
白
浜
コ
ー
ス
〔
上
富
田
町
生
馬
〕
九
二
年
一
〇
月
二
〇
日
許
可
〔
工
事
中
だ
が
、
会
社－

御
堂

開
発
、
木
津
信
用
金
庫
の
関
連
で
破
綻－

倒
産
し
、
放
置
さ
れ
て
い
る
〕

・
紀
州
葵
カ
ン
ト
リ
ー
倶
楽
部
〔
印
南
町
印
南
原
〕
九
二
年
九
月
四
日
許
可

一



・
全
日
空
海
南
南
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
〔
海
南
市
坂
井
・
重
根
〕
九
二
年
九
月
四
日
許
可

・
道
成
寺
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
〔
中
津
村
佐
井
〕
九
五
年
一
月
一
三
日
許
可

・
日
高
リ
バ
ー
サ
イ
ド
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
〔
中
津
村
船
津
〕
九
五
年
六
月
一
六
日
許
可

・
シ
ー
サ
イ
ド
由
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
〔
由
良
町
衣
奈
・
吹
井
〕
九
六
年
一
二
月
一
八
日
許
可

・
紀
泉
総
合
開
発
計
画
事
業
〔＝

フ
ォ
レ
ス
ト
シ
テ
イ＝

和
歌
山
市
園
部
・
六
十
谷
・
直
川
〕
九
七
年
一
月
二
二
日
許
可

以
上
の
計
画
の
う
ち
、
四
箇
所
の
開
発
計
画
が
国
の
リ
ゾ
ー
ト
法
の
適
用
を
受
け
て
お
り
、
政
府
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

開
発
許
可
が
お
り
な
が
ら
、
バ
ブ
ル
崩
壊
な
ど
の
理
由
で
い
ま
だ
未
着
工
や
中
断
し
て
い
る
の
は
、
全
国
で
お
お
よ
そ
何

箇
所
あ
る
の
か
。

ま
た
開
発
箇
所
と
事
業
概
要
を
明
示
さ
れ
た
い
。

二

開
発
業
者
が
倒
産
し
当
該
用
地
が
競
売
に
な
る
場
合
が
多
々
発
生
す
る
。
そ
の
際
、
こ
の
用
地
に
対
し
産
廃
業
者
の
参
入

な
ど
を
防
ぐ
た
め
当
該
地
方
自
治
体
が
開
発
地
を
先
行
取
得
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
り
、
防
災
対
策
上
の
工
事
を
せ
ざ
る

を
得
な
い
な
ど
の
事
態
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
政
府
と
し
て
財
政
的
援
助
も
ふ
く
め
対
応
を
検
討
す
る
必

二



要
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

三

盛
土
、
切
土
の
量
や
残
存
緑
地
な
ど
森
林
法
の
旧
基
準
で
許
可
さ
れ
た
も
の
が
長
年
に
わ
た
り
手
つ
か
ず
の
ま
ま
放
棄
さ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
許
可
だ
け
が
生
き
て
い
る
。
こ
う
い
う
状
況
は
森
林
法
の
目
的
で
あ
る
国
土
の
保
全
と
い
う
観

点
か
ら
み
て
問
題
が
あ
り
、
行
政
手
続
法
な
ど
に
基
づ
き
許
可
の
撤
回
を
関
係
地
方
自
治
体
へ
勧
告
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

る
が
ど
う
か
。

四

具
体
的
問
題
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
紀
泉
総
合
開
発
計
画
事
業
〔＝

フ
ォ
レ
ス
ト
シ
テ
イ
計
画
〕
は
、
事
業
主
体
の
和
興

開
発
〔
株
〕
が
一
九
九
八
年
二
月
一
八
日
会
社
更
生
法
の
適
用
を
申
請
し
た
が
、
そ
の
後
和
歌
山
地
裁
は
申
請
を
却
下
す
る

と
と
も
に
、
破
産
宣
告
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

開
発
計
画
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
地
域
は
、
都
市
基
盤
の
整
備
さ
れ
て
い
な
い
和
歌
山
市
北
部
に
あ
り
、
周
辺
は
山
麓

や
農
地
な
ど
で
宅
地
開
発
が
す
す
み
、
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
を
か
か
え
て
い
る
。
東
西
に
走
る
幹
線
道
路
は
片
側
一
車
線
の

県
道
粉
河
加
太
線
の
み
で
あ
り
公
共
下
水
道
計
画
も
な
い
。
こ
の
た
め
雨
水
や
家
庭
雑
排
水
を
農
業
用
水
路
と
し
て
頼
っ
て

き
た
。
こ
う
し
た
地
域
の
山
麓
に
人
口
五
〇
〇
〇
人
の
住
宅
団
地
と
ゴ
ル
フ
場
を
開
発
す
る
の
が
こ
の
開
発
計
画
で
あ
る
。

こ
の
開
発
計
画
に
よ
る
盛
土
、
切
土
の
総
量
は
、
六
〇
〇
〇
万
平
方
メ
ー
ト
ル
に
も
達
し
、
現
行
の
森
林
法
の
規
定
で
は

三



と
う
て
い
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
旧
基
準
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
地
域
住
民
は
「
新

た
な
事
業
継
承
者
が
で
て
き
た
ら
、
危
険
な
山
地
開
発
が
生
き
返
る
」
と
の
不
安
を
抱
え
て
い
る
。

ま
た
同
開
発
は
都
市
計
画
法
に
よ
る
開
発
許
可
を
同
時
に
う
け
た
も
の
で
あ
り
、
許
可
に
あ
た
っ
て
は
、
事
業
主
体
の

「
資
力
・
信
用
」
も
審
査
の
対
象
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
和
興
開
発
〔
株
〕
が
開
発
許
可
を
う
け
た
約
一
年
後
に
破
綻
し

た
こ
と
は
当
時
の
行
政
判
断
が
誤
っ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
同
社
の
決
算
書
に
よ
れ
ば
知
事
が
許
可
す
る
時
点
で

す
で
に
七
〇
〇
億
円
を
超
え
る
負
債
を
か
か
え
不
良
債
権
も
四
〇
〇
億
円
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
事
業
を
継
続
す
る
に
は
さ

ら
に
六
〇
〇
億
円
以
上
の
投
資
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
、
ゴ
ル
フ
の
会
員
権
一
〇
〇
〇
万
円
以
上
、
宅
地
の
売
却
を
坪
五

〇
万
円
以
上
と
し
て
も
採
算
が
と
れ
る
か
疑
わ
し
い
。

周
辺
ゴ
ル
フ
場
の
実
情
を
み
て
も
一
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
会
員
権
を
さ
ば
く
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
り
、
宅
地
も
隣

接
住
宅
地
の
売
買
価
格
の
実
績
を
は
る
か
に
上
回
る
も
の
で
あ
り
事
業
の
継
続
の
見
通
し
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。事

業
者
も
な
く
計
画
そ
の
も
の
が
破
綻
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
開
発
許
可
」
だ
け
が
一
人
歩
き
し
て
い
る
と
い
う

の
は
い
か
に
も
不
合
理
な
こ
と
で
あ
る
。
都
市
計
画
法
三
八
条
は
「
開
発
行
為
の
廃
止
」
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
の
条
文
に

四



関
し
て
、
昭
和
五
十
四
年
七
月
二
五
日
付
「
建
設
省
計
民
発
第
一
七
号
民
間
宅
地
指
導
室
長
通
達
三
項
」
に
よ
れ
ば
開
発
許

可
者
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
「
工
事
完
了
期
間
を
途
過
し
て
も
な
お
工
事
未
着
工
の
も
の
、
ま
た
は
工
事
に
は
着
手
し
て
い

る
が
相
当
期
間
を
経
過
し
て
も
な
お
工
事
完
了
に
至
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
時
事
業
者
か
ら
報
告
を
求
め
る
な
ど
に

よ
り
、
工
事
の
実
施
状
況
の
掌
握
に
つ
と
め
、
工
事
完
了
ま
た
は
廃
止
の
手
続
き
の
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
指
導
し
て

必
要
な
場
合
は
許
可
を
取
り
消
す
な
ど
開
発
行
為
の
進
行
管
理
を
適
切
に
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

昭
和
二
十
八
年
一
二
月
九
日
付
「
法
制
局－

発
第
一
一
二
号
内
閣
法
制
局
第
一
部
長
回
答
」
で
は
、
「
与
え
ら
れ
た
許
可
の

本
旨
を
没
却
す
る
よ
う
な
状
況
〔
開
発
行
為
を
行
う
意
思
な
い
し
能
力
の
欠
陥
な
ど
〕
が
生
じ
て
い
れ
ば
、
許
可
の
根
拠
を

失
う
に
至
っ
た
も
の
と
し
て
、
条
理
上
当
然
に
こ
れ
を
取
り
消
す
権
限
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い

る
。本

件
開
発
計
画
は
、
事
業
主
体
自
体
が
消
滅
し
た
こ
と
に
よ
り
開
発
行
為
が
計
画
ど
お
り
な
さ
れ
る
可
能
性
は
皆
無
で
あ

り
、
そ
の
意
思
・
能
力
の
な
い
こ
と
は
も
は
や
論
を
待
た
な
い
。
よ
っ
て
政
府
と
し
て
当
該
地
方
自
治
体
に
対
し
「
許
可
処

分
の
取
消
措
置
」
を
行
う
よ
う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。

五


